
法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 838200 大ヶ口簡易郵便局 ○ 岩手県上閉伊郡大槌町大ケ口１－２０－３２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 054230 秋山駅前郵便局 - 千葉県松戸市高塚新田４０９－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 054230 秋山駅前郵便局 - 千葉県松戸市秋山１－３－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 027070 沢井簡易郵便局 ○ 神奈川県相模原市緑区澤井１１５０－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 036430 越谷レイクタウン郵便局 - 埼玉県越谷市レイクタウン９－１－２９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 218430 祖父江上丸渕簡易郵便局 ○ 愛知県稲沢市祖父江町三丸渕郷前４９－９ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238590 吉田川尻簡易郵便局 ○ 静岡県榛原郡吉田町川尻１７３４－９ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238700 吉田神戸簡易郵便局 ○ 静岡県榛原郡吉田町神戸２１２３－１ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 749070 相島簡易郵便局 ○ 福岡県糟屋郡新宮町相島１３７４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 749070 相島簡易郵便局 ○ 福岡県糟屋郡新宮町相島１３７４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 788250 川東簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿屋市川東町６５６３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 847240 大川平簡易郵便局 ○ 青森県東津軽郡今別町大川平村元９８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

H29.2.1 新設

H29.2.1 契約解除

H29.1.16 契約解除

H29.2.1 契約締結

H29.1.28 住居表示変更

H29.2.1 契約解除

H29.2.1 契約解除

H29.2.1 業務変更

H29.2.1 契約締結

H29.2.1 契約解除

別紙



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 858230 五十川簡易郵便局 ○ 山形県鶴岡市五十川山ノ脇２７１－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 858230 五十川簡易郵便局 ○ 山形県鶴岡市五十川山ノ脇２７１－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 006970 調布染地郵便局 - 東京都調布市染地３－１－２５３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 006970 調布染地郵便局 - 東京都調布市染地３－１－８１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 320820 氷見駅前郵便局 - 富山県氷見市伊勢大町１－３－１９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 320820 氷見駅前郵便局 - 富山県氷見市伊勢大町１－４－２０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 517770 宇和木簡易郵便局 ○ 広島県呉市倉橋町６６４３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 郵便局 517770 宇和木簡易郵便局 ○ 広島県呉市倉橋町６６１７－２１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 700870 安慶田郵便局 - 沖縄県沖縄市住吉１－８－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 701240 越来郵便局 - 沖縄県沖縄市越来１－１－４３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 701240 越来郵便局 - 沖縄県沖縄市美里２－９－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 010400 文京水道郵便局 - 東京都文京区水道２－１４－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 010400 文京水道郵便局 - 東京都文京区水道２－１２－１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 213890 名古屋太閤通三郵便局 - 愛知県名古屋市中村区竹橋町２２－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 213890 名古屋太閤通三郵便局 - 愛知県名古屋市中村区椿町１０－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 472670 和歌山鳥井郵便局 - 和歌山県和歌山市直川６１３－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 472670 和歌山鳥井郵便局 - 和歌山県和歌山市直川５６５－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 543990 笠岡入江郵便局 - 岡山県笠岡市入江１２４－８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 543990 笠岡入江郵便局 - 岡山県笠岡市入江３８－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

H29.2.6 移転

H29.2.6 移転

H29.2.6 廃止

H29.2.6 移転

H29.2.13 移転

H29.2.13 移転

H29.2.13 移転

H29.2.13 移転

H29.2.6
移転・業務変

更

H29.2.1 業務変更



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 701460 名護大北郵便局 - 沖縄県名護市大北１－９－２０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 701460 名護大北郵便局 - 沖縄県名護市大北５－２－１６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 054860 船橋中央市場内郵便局 - 千葉県船橋市市場１－８－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 054860 船橋卸売市場内郵便局 - 千葉県船橋市市場１－８－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 231370 富士宮富士根郵便局 - 静岡県富士宮市小泉３８８－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 231370 富士宮富士根郵便局 - 静岡県富士宮市小泉２２５－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 414820 東成大今里西郵便局 - 大阪府大阪市東成区大今里西２－７－２２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 414820 東成大今里西郵便局 - 大阪府大阪市東成区大今里西１－２８－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 770180 小田郵便局 - 佐賀県杵島郡江北町上小田１５０１－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 770180 小田郵便局 - 佐賀県杵島郡江北町上小田１５６６－１３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 782020 柏原郵便局 - 鹿児島県肝属郡東串良町川東３９１７－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 788720 柏原簡易郵便局 ○ 鹿児島県肝属郡東串良町川東３４２９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 016020 グランベリーモール郵便局 - 東京都町田市鶴間３－３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 016020 グランベリーモール郵便局 - 東京都町田市鶴間３－１０－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 400730 泉北栂郵便局 - 大阪府堺市南区原山台２－２－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 400730 泉北栂郵便局 - 大阪府堺市南区原山台１－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 515470 可部中島郵便局 - 広島県広島市安佐北区可部南５－１１－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 515470 広島可部南郵便局 -
広島県広島市安佐北区可部南２－１３－２０－
５

- ○ ○ ○ ○ ○ -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

移転

H29.2.20 移転・改称
旧管理棟から新管理棟へ

の移転。

H29.2.27 移転

H29.2.20 移転

H29.2.20
局種変更・移
転・業務変更

簡易郵便局への局種変更

H29.2.20 移転

H29.2.20

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

H29.2.27 移転・改称

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。

H29.2.27 移転

移転

H29.2.13


